
出雲市　障がい福祉サービス利用の流れ　～18歳以上～

＊注意事項＊
・出雲市での障がい福祉サービス利用の流れを示しています。
・利用されるサービスによって、「３　調査」および「４　審査会・区分認定」がない場合があります。
・相談支援事業所は、障がいのある方やその家族の生活や支援に関する相談に応じ、必要な情報等の
　提供を行います。また、「サービス等利用計画」を作成し、福祉サービスの円滑な利用を支援します。

１ 利用相談

４ 審査会・

区分認定

３ 調査

２ 利用申請

６ 支給決定・

受給者証交付

５ 計画の作成

７ 利用契約・

サービス利用開始

福祉サービスの利用について、出雲市福祉推進課または各行政セ
ンター福祉担当窓口、もしくはお近くの相談支援事業所へご相談
ください。

出雲市福祉推進課または各行政センター福祉担当窓口で利用申請
の手続きを行ってください。

出雲市福祉推進課または市が委託する調査担当事業所の調査員が、
ご本人等と面談を行い現状の状況について聞き取り調査を行います。

相談支援事業所が、ご本人の生活・家族状況、障がい福祉サービ
スの利用意向等を確認し、「サービス等利用計画（案）」を作成
します。

出雲市が「サービス等利用計画（案）」を踏まえてサービス支給
量を決定し、受給者証を交付します。

相談支援事業所がサービス提供事業所と連絡調整を行い実際に利

用する計画を作成します。

利用者とサービス提供事業所が契約を結んでサービス開始となり

ます。

【障がい福祉サービスの利用申請ができる人】
（１）身体障がい者…身体障がい者手帳
（２）知的障がい者…療育手帳
（３）精神障がい者…「精神障がい者保健福祉手帳」または「自立支援

医療受給者証（精神通院医療）」または「精神障がいを事由とす
る年金を現に受けていることを証明する書類」または「医師の
診断書（原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コード
を記載するなど精神障がい者であることが確認できる内容である
こと）」

（４）難病等対象者…医師の診断書または特定疾患医療受給者証

【障がい支援区分】

障がい支援区分：軽い方から非該当・区分１～区分６の７段階

障がい支援区分認定の有効期間：身体・知的＝原則３年、
精神＝原則２年

聞き取り調査の結果と医師意見書に基づき、出雲市障がい支援区分

認定審査会で障がい支援区分が認定されます。


